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令和８年度版「学校いじめ防止基本方針」 
札幌市立南白石小学校 

                                  令和６年８月改訂 

                                  令和７年4月修正 

                                  令和８年4月修正 

 

はじめに 

  本市では、いじめの防止対策についてより一層の教科を図るため、「札幌市いじめの防止等のため

の基本的な方針」を改定することを受け、本校では、「いじめは、どこの学校でも、どの学級でも、ど

の子どもにも起こりうる」という基本認識を強くもち、全ての子どもの尊厳を保持するとともに、子

どもが互いのちがいを個性として認め合い、支え合いながら健やかに成長し、安心して学習やその他

の活動に取り組むことができる「いじめのない学校づくり」を推進します。 

  以下に、本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢と取組」を示します。 

 

 

 

 

（１）「いじめ」の定義 

 

 

 

 

 

 

 

   こうしたとらえとともに、いじめの可能性のある全ての事案に対して、「いじめか、いじめでは

ないか」を明確にするよりも、過小評価せずに「いじめかもしれない」という姿勢で、子どもの側

に立った対応をするようにします。 

 

（２）「いじめ」の基本認識 

   いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及

び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそ

れがあるものであり、人として決して許されない行為であるという、いじめに対する認識を全教職

員で共有し、対応していきます。いじめ防止対策推進法第４条で「児童等は、いじめを行ってはな

らない」(いじめの禁止)と規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の

人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通

じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている

もの。 

   いじめ防止対策推進法第2条より 

いじめは、絶対に許されない 

いじめは、卑怯な行為である 

いじめは、どの子ども、どの学級、どの学校でも、起こりうる 

 

１ いじめのとらえ方 
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（１） 役割について 

いじめの防止や早期発見等に関する措置を実行的に行うため、取組に関することや児童や保護 

   者からの相談内容の把握と防止のための啓発活動、いじめへの適切な対応等を行います。 

 

（２） 構成員について 

    組織の責任者は校長として、いじめの防止等に係るすべての取組は、校長の監督の下で行いま 

す。ただし、校長が不在の時は、教頭若しくは教務主任が臨時にその任に就き、事後に校長に報告 

して決裁を得ることとします。（◎は責任者 〇は代替者） 

・いじめ防止対策委員会：◎校長、〇教頭、〇教務主任、保健主事、養護教諭、 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学年主任、 

関係職員、その他（校長が認めた者） 

 

   ・いじめ防止対策小委員会：◎校長、〇教頭、〇教務主任、保健主事、養護教諭、関係職員 

本校では、上記二つの会議を構成します。 

※場合によって、医師や弁護士、警察経験者、教育学者等の外部専門家や地域関係者も含みます。 

 

（３） 会議のもち方 

  ・いじめの疑いを把握した場合は、いじめ防止対策小委員会又はいじめ防止対策委員会で速やかに 

対応する必要があります。たとえ構成員全員がそろわなくても、出席可能な構成員のみで会議を開 

催することとします。この場合は、内容を定例の会議で改めて確認するようにします。 

  ・構成員がやむを得ず会議に参加できない場合には、会議日以外に個別に意見を求めることとしま 

す。 

・会議の開催予定日を「生徒指導年間計画（教育課程編成等に関する諸届用紙Ｅ表）」に位置付け、 

月に１回は定期開催します。 

・毎月の会議において、いじめの認知や解消の件数及び認知した個別の対応状況について確認をし 

ます。また経年継続を把握して、継続観察児童の様子や解決に向けた取り組みを協議・交流する。 

・いじめに係るアンケート実施後に、アンケート結果や面談等の内容について、検討します。 

・会議には、議事録（会議録）を作成し、毎回校長の決裁を得る。また、個別の対応状況について 

は、会議録」とは別に記録します。 

 

 

 

（１）学級経営の充実 

    好ましい人間関係の保たれた学級集団にいじめは発生しにくいものです。私たち教師は、子ど

も一人一人が学級に自分の居場所を感じるなど、存在感や連帯感を実感できる学級づくりを行いま

す。そして、子どもたちに思いやりの心を育んでいきます。 

 

（２）いじめのない学校風土づくり 

  『いじめをしない・許さない・見逃さない』学校風土をつくるために、学級指導「いじめをなく

そう」を全校共通題材として実施します。また、各学年の発達段階に応じて、次の点に重点をかけ

た内容で行います。 

３ いじめの未然防止 

２ 組織的な対応 

  いじめ防止対策委員会 いじめ防止対策小委員会 
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（３）子ども一人一人を生かす学習活動 

   学校生活の大半を占める授業時間を、学ぶ楽しさが味わえる充実した時間にすることで、子ども

一人一人が自己有用感を感じながら前向きに学校生活を送れるようにします。 

   そのために、学ぶ力育成部を中心にしながら研究を進め、授業を公開し、お互いに見合うことで、

授業のあり方や教師のかかわりについて学び合い、指導力を高められるようにします。 

 

   また、特別の教科道徳の授業の授業を要として、いじめ防止に向けた指導内容をプログラム化し、

いじめに向かわない態度の育成を図るようにしています。そのカリキュラムの中で、命の大切さに

ついてどの学級でも取り上げ、指導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   さらに、インターネット上のいじめに防止するために、情報モラル教育を充実させ、児童がイン

ターネットの正しい利用やマナーについての理解を深めます。これにより、ネットいじめの加害者

にも被害者にもならないよう継続的に指導します。特にインターネット上に誹謗中傷を書き込むな

どの行為については、犯罪行為につながる可能性があることについても指導に当たります。 

 

低学年…友達に嫌なことをされた時どのようにすればよいかがわかる。 

中学年…友達に嫌なことをされた時のとても悲しい気持ちを共有し、楽しく仲のよい学級にす

るための方法を考える。 

高学年…「いじめられる人にも原因がある」という考えが間違っていることを理解する。 

いじめを生まない心 

１年：１８ ぷうたの やくめ、１９ やさいむらの こどもたち 

２年：３ どうしよう、４ およげない りすさん 

３年：３０ りつとはじめたね、３１ 思い切って言ったらどうなるの？ 

４年：８ レッド －赤くて青いクレヨンの話―、９ブラジルからの転入生 

５年：２３ ドッジボールを百倍楽しくする方法、２４ 光揮の告白 

６年：１０ 森川君のうわさ、１１ ピンクのバック 

命をかがやかせる 

１年：７ みんな みんな いきて いる、８ おたんじょうび れっしゃ 

２年：３３ －まいの しゃしんー、３４わたしの ものがたり 

３年：２３ どうか、生きていてくれよ、２４ いのちのまつり 

４年：３４ 五百人からもたった命、３５ せいいっぱい生きる―命の詩― 

５年：３３ 命をかけて命を守る―山岳警備隊―、３４ 命と向き合う人生 

６年：２９ 生命のメッセージ、３０ 負けないで 

学年別主題 

低学年：へこんでも立ち直る力 

    １年：いろいろなきもち ２年：元気 しなやか へこたれない 

中学年：みんなで力を合わせて 

    ３年：自分の力 みんなの力 ４年：みんなのために何ができるかな？ 

高学年：世界中のいろいろな人とつながるために 

    ５年：みんなちがって、みんないい？ ６年：いろいろな人と共に生きる 
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（４）保護者や地域との連携 

   保護者とは、毎月何らかの形でお会いし、話ができるように、学習参観や懇談、家庭訪問や個人 

懇談などを計画的に年間行事に位置付けます。また、日常的に会話ができるように、信頼関係を築 

くよう努めています。 

 

（５） 子ども理解に関わる機会と仕組みの構築による情報の共有と活用 

   定期的に子どもや子供を取り巻く状況について情報を共通し、活用することで子どもに関わる理 

解につなげます。また、学びの支援交流会を実施し、子ども理解の充実を図ります。 

 

（６） いじめ問題に関わる研修会の実施 

   いじめ問題や命の大切さにかかわる研修会を実施し、いじめ問題についての理解を深めるととも 

に、ゲートキーパーとしての実践力を高めるよう努めます。 

 

（７） SCによるカウンセリングの活用と SSWによるいじめ防止対策委員会への助言 

   悩みを抱えていたり、居場所をつくれなかったり友達や保護者に相談しにくいことでも、気軽に 

そうだんできるように、SCには午前にも来校していただき、児童のカウンセリング体制を構築し 

ます。また、いじめ防止対策委員会において、SCだけでなくSSWも参加していただき、特性の 

ある児童への対応を御助言いただくようにします。 

 

 

 

（１）早期発見の取組 

   いじめは、発見することが難しく、教師には見えづらいという側面があります。いじめの早期発

見のためには、子どもとの信頼関係を築くとともに、学校・家庭・地域が連携し、いじめの情報や

サインを確実に受け止めるためのアンテナ網をつくっています。 

 

（２）いじめのサインを受け止めるための工夫 

   子どもの状況の把握 

   「いじめはどんな学級でも起こり得る」という考えに立ち、いじめの早期発見に努めることが大

切です。シャボテンログの実施活用を基本とした上で、毎月いじめに関するアンケートを実施しま

す。形式的には、学校で独自のものとなりますが、悩みやいじめについて子どもが応えやすい形式

のアンケートにすることで把握の感度を上げられることが期待できます。また『悩みやいじめに関

するアンケート調査』を実施するだけではなく、教育委員会から発出されるいじめに関するアンケ

ート調査を６月及び夏季休業明けの８月、冬季休業明けの１月に実施し、いじめにつながる状況を

的確に把握するとともに、毎月のアンケートを実施することで、児童の声を記録し、細やかな変化

も捉えようとします。 

   

国の方針で定められている、いじめの解消の目安である3か月に至るまでの間、担任はもとより

本校の教職員による見守りを実施するとともに、被害児童及び保護者との面談等を通じて、心身に

苦痛を感じていないかを継続的に確認する。加えて、加害児童の保護者に対しても、学校における

状況等を共有し、保護者と連携して指導と見守りを行います。 

 

 

 

 

４ いじめの早期発見 
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学校として、「いじめに関わる内容」とした設問で「ある」と回答したにも関わらず全ての児童

に、個別に聞き取り調査をし、その子どもの精神的な苦痛を取り除くように対応するとともに、対

応した内容を保護者へ直接連絡します。 

   聞き取った内容や、具体的に担任が対応した内容については、記録用に担任が記入し、提出し、

一括して学校保管します。 

   

   いじめの解消の判断、事案対処後3か月を目途として、被害児童や保護者との面談等による確認

の結果を踏まえて、いじめ防止対策委員会で決めます。 

 

（３）いじめが解消している状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

   この対応を、年間を通して行うことで、子どもの心の状況や悩みなどを発見できるようにすると

同時に、子どもとの信頼関係の構築やいじめの早期発見につなげています。 

   また「悩みが困ったことがあったとき、だれにも相談しない」という児童に対しても、聞き取り 

  調査を実施し、アセスメントシートに記録し、提出し、対応を協議します。 

 

 

 

（１）組織的な指導体制 

「いじめ防止対策委員会」を設置して、いじめの未然防止や早期発見・解決等について、日常的

に情報を共有し、指導方法、対応等を協議・決定します。 

構成…校長・教頭・教務主任・保健主事・養護教諭・スクールカウンセラー・学年主任・関係職員 

   その他（校長が認める者） 

   必要に応じて、校長・教頭・教務主任・保健主事・養護教諭・関係職員で構成する「いじめ

防止小委員会」を開催し、機動的に対応できるようにする。 

役割…「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施、進捗状況の確認、相談内容の把握、児童・

保護者への「いじめ防止の啓発に関することを行います。 

    

（２）組織的ないじめ対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

（３）重大事態への対処 

   生命及び心身または財産に重大な被害が生じる疑いや相当期間学校を欠席せざるを得ない疑い

がある場合には、次の対処を行います。 

５ いじめへの対応 

（参考）いじめ防止対策推進法 第 23 条第６項 

学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに

対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるとき

は直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない 

（参考）「国のいじめの防止等のための基本的な方針（最終改定 平成 29 年 3 月 14 日） 

・被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）が

止んでいる状態が、少なくとも 3 か月以上継続していること。ただし、この期間は、いじめの被害の重大性等

を考慮し、学校の設置者又は、学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。 

 

・被害児童が、いじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童本人及びその保護

者の対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 
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（４）外部関係機関、専門家、教育委員会との連携 

   いじめの状況や内容に合わせて、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーはもちろ 

んのこと、スクールロイヤー、医療機関、白石区家庭児童相談室、児童相談所、札幌市教育委員会 

等との連携を図り、いじめの早期解決に当たります。 

 

主な関連機関 
   ・札幌市教育委員会 本校担当指導主事       ２１１－３８５１ 

   ・札幌市教育委員会 児童生徒担当課        ２１１－３８６１ 

   ・札幌市教育委員会 いじめ電話相談    ０１２０－１２７－８３０ 

・北海道警察本部  少年相談１１０番       ７０４－０１１０ 

   ・札幌法務局    子どもの人権１１０番 ０１２０－００７－１１０ 

・札幌市教育センター教育相談室          ６７１－３２１０ 

   ・札幌市子どもアシストセンター相談専用電話    ２１１－３７８３ 

 

   緊急性の高い事案はもちろん、重大事案につながることが懸念される事案についても、速やか 

  に教育委員会と連携を図って対応します。 

 

（５）警察との連携 

   犯罪行為として取り扱うべき行為が発生した場合は、児童の命や安全を守ることを最優先に学校 

として警察へ相談、更に通報も視野に、適切な援助を求めるとともに連携して対応します。 

 

（６）学校の取組の評価 

①学校評価の項目にいじめ防止に関わる項目を位置づけ、取組の検証を行います。 

②学校評価において、目標の達成状況を評価し、取組の改善につなげていきます。 

  

（７）個別の対応状況に関する記録及び引継 

   ①悩みやいじめに関するアンケート調査用紙は、中学校にその用紙を引き継ぎ、定められた期間 

（３年間）保管します。 

②アセスメントシートについては、児童の進級や進学、転学に当たって、次の学年や学校に確実 

に引き継ぎ、指導や支援につなげることを徹底します。 

③いじめに関する個別の対応状況に関する記録、及び自殺念慮や自殺企図等の情報については、 

児童の進級や進学、転学に当たって、次の学年や学校に確実に引き継ぎ、指導や支援につなげ 

ることを徹底します。 

 

 

 

①重大事案が発生した旨を、札幌市教育委員会に速やかに報告する。 

②札幌市教育委員会と協議の上、当該事態に対処する方針を決定する。 

③事実関係を把握するための調査を実施する。 

④いじめを受けた児童、保護者、関係機関へ事実関係その他の必要な情報を提供する。 
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６ いじめ対応のフローチャート 

 

 

 

未解消                             いじめの解消 

  

 

  ①いじめの事実確認・いじめの認知 

・アンケートシートやアセスメント 

シートの活用 

②いじめ解消に向けた対応の検討 

・スクールカウンセラー 

・スクールソーシャルワーカーらの 

知見活用 

③対応に関わる役割分担 

④教育委員会・関係機関との連携 

⑤個別対応状況（会議議事）の記録化 

 日常の観察・シャボテンログ・悩みやいじめに関するアンケート・スクールカウンセラー教育相談・

児童からの訴え・保護者からの訴え・教職員間での情報 

担任や情報を得た教職員 

いじめ防止対策（小）委員会 

必ず組織として対応・実施 

被害児童/保護者への支援  加害児童/保護者への対応 
３か月間の教職員による見守りや経過観察 

被害児童及び保護者との面談・確認 

いじめ防止対策（小）委員会 

対応方針の見直し 
役割分担の見直し 

いじめが継続している。 
・いじめに関わる行為が 
少なくとも３カ月止んでいる。 

・心身の苦痛を感じていない。 

いじめ再発防止対策の検討・継続観察 

個別の対応状況の記録化・確実な引継 

職員会議 

全職員で共有 

保護者 
 

被害児童-加害児童
事実情報の提供 
対応の根拠-体制 

札幌市 

教育委員会 

全職員で共有 

関係機関 
 

児童相談所 
家庭児童相談室 

医療機関 
警察 

スクールロイヤー 

緊急性のある事案 
 

重大事案 
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重大事態対応フロー図 

 

 

 

 ◆調査主体が学校の場合 

    ①学校の下に、重大事態の調査組織を設置 

     ※組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直 

接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図ることにより、当 

該調査の公平性･中立性を確保する。 

     ※第22条に基づく「いじめ対策委員会」を母体として、当該重大事態の性質に応じ 

て上記に留意しながら適切な専門家を加える。 

 

    ②調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施 

     ※いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特 

定を急ぐことなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。 

     ※仮に学校側に不都合なことがあったとしても事実にしっかりと向き合う。 

     ※これまでに学校で先行して調査している場合も、調査資料の再分析や必要に応じ 

      て新たな調査を実施する。 

 

③いじめを受けた児童及びその保護者に対して情報を適切に提供 

※調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供(適時・適切な方 

法で、経過報告も含めて) 

     ※関係者の個人情報に十分配慮する。 

     ※得られたアンケートは、いじめられた児童や保護者に提供する場合があることを 

      念頭に置き、前もってその旨を調査対象の児童や保護者に説明する。 

 

④調査結果を札幌市教育委員会に報告 

※いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童又は 

その保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に加える。 

 

⑤調査結果を踏まえた必要な措置 

 

 ◆調査主体が札幌市教育委員会の場合 

      ○教育委員会の指示のもと、資料の提出など、調査に協力 

 

 

 

 

学校基本方針の定期的な点検･評価 

役割分担の確認 
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 いじめに関わる重大事態発生時の対応等については、法に則って札幌市教育委員会に指導・助言を求

めて、学校として組織的に動きます。また必要に応じて警察等関係機関への連絡や相談を行い、連携し

ながら対応にあたることとします。 

 地域全体での見守りも大切なことであることから PTAや地域の会合等でも、いじめ問題についての

話題を取り上げてくれるよう啓発していきます。 

 

 

 

 いじめ防止対策推進法 

生徒指導リーフ増刊号「いじめのない学校づくり」   Leaves.1 (文部科学省) 

 生徒指導リーフ増刊号「いじめのない学校づくり２」  Leaves.2 (文部科学省) 

 北海道 いじめの防止等に関する条例 

 札幌市いじめ防止対策 

 

７ 関係機関との連携 

８ 参照・参考資料 


